
―市民の皆さんの共通の財産です― 

ご存じですか？   図書館利用券には有効期限があります！ 

利用券は使っていても、使っていなくても５年に１度、身分証明書をご提示

いただき、期限更新をさせていただきます。その際、変更事項のある場合、

変更届のご記入をお願い致しますのでご理解・ご協力をお願いします。 

身分証明になるもの → 保険証（現住所記載のもの） 

                学生証（住所・氏名・生年月日記載のもの） 

                運転免許証、マイナンバーカードなど 

ご家庭で乾かしたり、セロテープなどで処置をすると変色したり、 

かえって資料を傷めますので、そのまま速やかに図書館にお持ちください。 

専用の道具や機械を使って修理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館の資料を誤って水濡れ、破損、紛失等してしまうと弁償していただくことがあります。 

資料を持ち運ぶ際はビニール袋に入れる、飲み物の近くに置かない、など大切にお取扱いください。    

特に次のことにはお気をつけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

上記 ☆ によって廃棄処分・修理不可となった資料の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペンによる書き込み 

もし誤って汚したり破損してしまった場合、または発見したら・・・ 

 

☆ 落書きや書き込みをすること 

☆ ページや表紙を切り取ったり折ったりすること 

☆ 雨や飲み物などで濡らすこと 

☆ 食べ物や汚れた手で汚すこと 

☆ 添付されている地図や型紙、付録などを抜き取ること 

☆ 資料そのものを無断で持ち出すこと 

☆ ＣＤ・ＤＶＤなど、視聴覚資料の盤面を傷つけたり破損するような扱いをすること 

   （わずかなキズで見られなくなったり聞けなくなったりします） 

★ 休館日のお知らせ ★ 

毎週月曜日と、 

３月２８日（木） 

４月２５日（木）です。 
 

視聴覚資料の破損 

※ 図書とＣＤは基本的には現物弁償・ＤＶＤは著作権付きのもの ( 通常より 

高額です )を購入のため、図書館で発注し・振込にて弁償となります。 

みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 太田市飯塚町１５４９－２ 

℡ ０２７６－４８－６２２６ 

http://www2.lib.ota.gunma.jp/ 

 

水濡れ跡 破れて紛失されたページ 

太田市立中央図書館 
２０２４年  ４ 月 号 

 


